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五管区水路通報第２６号
（項540－567項）

平成１６年 ７月 １日 第五管区海上保安本部
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第 540項 四国南岸 足摺岬南方（リマ海域）・・・・・・・・射撃訓練
第 541項 四国南岸 足摺岬南方（リマ海域及び付近）・・・・救難訓練
第 542項 本州南岸 潮岬南方・・・・・・・・・・・・・・・観測機器設置等
第 543項 紀伊水道 由良港・・・・・・・・・・・・・・・・航泊禁止
第 544項 和歌山下津港 外港・・・・・・・・・・・・・・・・・灯付浮標設置
第 545項 大阪湾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・海上パレード
第 546項 大阪湾 泉州港及び付近・・・・・・・・・・・・水路測量
第 547項 大阪港 大阪区・・・・・・・・・・・・・・・・港区一部変更
第 548項 大阪港 大阪区、第２区・・・・・・・・・・・・水深減少
第 549項 尼崎西宮芦屋港 第２区・・・・・・・・・・・・・・・・ヨットレース
第 550項 尼崎西宮芦屋港 第２区・・・・・・・・・・・・・・・・ヨットレース
第 551項 尼崎西宮芦屋港 第２区・・・・・・・・・・・・・・・・ヨット講習会
第 552項 尼崎西宮芦屋港 第２区・・・・・・・・・・・・・・・・海上パレード
第 553項 尼崎西宮芦屋港 第２区・・・・・・・・・・・・・・・・覆砂工事
第 554項 尼崎西宮芦屋港及び神戸港・・・・・・・・・・・・・・・・飛行艇離着水について
第 555項 神戸港 第１区・・・・・・・・・・・・・・・・航泊禁止
第 556項 神戸港 第１区・・・・・・・・・・・・・・・・救難訓練
第 557項 神戸港 第２区・・・・・・・・・・・・・・・・展示放水
第 558項 神戸港 第３区・・・・・・・・・・・・・・・・小型船実技試験等
第 559項 神戸港 第５区・・・・・・・・・・・・・・・・護岸改修工事
第 560項 神戸港 第６区・・・・・・・・・・・・・・・・海底清掃作業
第 561項 淡路島 津名港・・・・・・・・・・・・・・・・重量物荷役作業
第 562項 淡路島 洲本港・・・・・・・・・・・・・・・・防波堤築造工事
第 563項 淡路島 都志港付近・・・・・・・・・・・・・・離岸堤築造工事等
第 564項 淡路島 丸山埼付近・・・・・・・・・・・・・・魚礁設置作業
第 565項 四国南岸 高知港・・・・・・・・・・・・・・・・防波堤延長工事
第 566項 四国南岸 高知港・・・・・・・・・・・・・・・・掘下げ工事等
第 567項 ディファレンシャルGPSによる船舶気象通報の試験運用について
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

本通報に使用している経度・緯度は に基づいています世界測地系(WGS-84)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

海上保安庁水路通報第25号

海図の改補（小改正）のお知らせ
（6月25日発行）掲載分

今週は、五管区内の小改正通報はありません。

詳細については、海上保安庁水路通報の各項をご覧ください。
また、インターネットでも提供しています。

※ http://www1.kaiho.mlit.go.jp/ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｱﾄﾞﾚｽ(URL)

★訂正事項
五管区水路通報16年25号について、次のとおり訂正願います。
（１）533項 日和佐港 灯設置

位 置 誤 33-44-25.0N 134-33-20.2E
正 33-44-25.0N 134-33-22.2E

（２）534項 牟岐港 浮桟橋設置
区 域 １の(１) 誤 33-39-47.4N 134-28-08.0E

正 33-39-47.4N 134-25-08.0E
（３）537項 浅川港 防波堤完成

区 域 １ 誤 33-37-33.5N 134-22-50.2E
正 33-37-33.5N 134-21-50.2E

２６号 ２６号
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
五管区水路通報及び水路図誌に関する問い合わせ先
第五管区海上保安本部 海洋情報部 監理課 情報係
〒650-8551 神戸市中央区波止場町１番１号 TEL (078)391-6651(内線 2515、2516)

神戸第２地方合同庁舎（９階） FAX (078)332-6307(自動受信)
ＦＡＸによる五管区水路通報提供サービス

(078)332-6307 ･･････最新号〔ポーリング受信式〕
(078)391-1310(手動受信)･･最新号、バックナンバー（過去１か年分）〔情報番号;0#〕

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN5/tuho/tuho2.htmｲﾝﾀｰﾈｯﾄｱﾄﾞﾚｽ(URL)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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★１６年５４０項 四国南岸 － 足摺岬南方（リマ海域） 射撃訓練
自衛艦６隻による対空、対水及び対潜ロケット射撃訓練が実施される。
期 間 平成１６年７月２０日～２３日（予備２４日）の0600～1800
区 域 ６地点により囲まれる区域

(1) 31-48.2N 133-29.8E
(2) 31-42.2N 133-29.8E
(3) 31-28.2N 132-59.8E
(4) 31-36.2N 132-59.8E
(5) 31-36.2N 132-37.8E
(6) 31-48.2N 132-37.8E

備 考 実施艦は、「Ｂ」旗を掲揚
海 図 Ｗ１５７
出 所 防衛庁海上幕僚監部

★１６年５４１項 四国南岸 － 足摺岬南方（リマ海域及び付近） 救難訓練
自衛隊航空機５機による照明筒等を投下しての救難訓練が実施される。
期 間 平成１６年７月 ５日～ ７日（予備 ８日、 ９日）の0800～2100

平成１６年７月１２日～１４日（予備１５日、１６日）の0800～2100
平成１６年７月２０日～２２日（予備２３日）の0800～2100
平成１６年７月２６日～２８日（予備２９日、３０日）の0800～2100

区 域 ６地点により囲まれる区域
(1) 32-20-12N 133-29-51E
(2) 31-30-13N 133-29-51E
(3) 30-48-13N 132-22-51E
(4) 31-04-13N 132-07-51E
(5) 31-23-13N 132-07-51E
(6) 32-09-13N 132-53-51E

海 図 Ｗ１５７
出 所 航空自衛隊新田原救難隊

★１６年５４２項 本州南岸 － 潮岬南方 観測機器設置等
「淡青丸(480トン)」による、磁力観測、観測機器の設置・回収作業等が実施される。
期 間 平成１６年７月１６日～２６日
区 域 １ 磁力観測、岩石採取

下記経緯度線に囲まれる区域
(1) 26-00N (2) 32-30N
(3) 135-00E (4) 138-30E

備考 磁力観測時、船尾から400メートルのケーブルを曳航する
２ 観測機器設置・回収

下記経緯度線に囲まれる区域
(1) 33-10N (2) 33-40N
(3) 135-10E (4) 136-50E

海 図 Ｗ１０７２(LCW共)
出 所 海洋研究開発機構

★１６年５４３項 紀伊水道 － 由良港 航泊禁止
由良川河口において、花火大会に伴い、一般船舶の航泊が禁止される。
期 間 平成１６年７月１７日(予備１８日)

１９４０～２１２０
位 置 33-57-30N 135-06-49Eを中心とする半径150mの円内
警戒船 5隻配備
標 識 航泊禁止区域を黄灯付黄色浮標2基で表示
海 図 Ｗ９７
出 所 田辺海上保安部長公示第1号(16.6.16)

桜島岸壁

三井造船
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★１６年５４４項 和歌山下津港 － 外港 灯付浮標設置
五管区水路通報16年25号519項関連
雑賀崎漁港沖防波堤付近において、水没したケーソン（３基）を明示する

黄色灯付浮標が設置された。
位 置 34-11.1N 135-08.5E付近
海 図 Ｗ１１５０
出 所 和歌山下津港長

★１６年５４５項 大阪湾 海上パレード
大阪湾中央部において、巡視船艇等２３隻及び航空機３機による海上総合訓練が実施される。
期 間 平成１６年７月１６日の0930～1500（事前訓練）

平成１６年７月１７日の0930～1500（事前訓練、予行）
平成１６年７月１８日の1400～1500（本行）

区 域 ４地点により囲まれる区域
(1) 34-32-08N 135-13-19E
(2) 34-30-47N 135-09-51E
(3) 34-32-42N 135-08-47E
(4) 34-34-03N 135-12-15E

警戒船 ５～６隻配備
備 考 訓練参加艇は「ＵＹ」旗を掲揚（１７日、１８日のみ）
海 図 Ｗ１１０３－Ｗ１５０Ａ
出 所 五本部

★１６年５４６項 大阪湾 － 泉州港及び付近 水路測量
空港連絡橋橋脚周辺において、水路測量が実施される。
期 間 平成１６年７月２１日～８月６日
区 域 ２地点を結ぶ線上付近

(1) 34-26.2N 135-15.9E
(2) 34-26.0N 135-16.1E

備 考 作業船は「白紅白」の燕尾旗を掲揚
海 図 Ｗ１１０３
出 所 五本部海洋情報部

★１６年５４７項 大阪港 － 大阪区 港区一部変更
大阪区の境界が、７月１５日に一部変更される。
区 域 １、第一区

（変更前）
大阪南防波堤灯台(34-38-21N 135-23-51E)から305度に陸岸までに引いた線

（変更後）
大阪南防波堤灯台(34-38-19N 135-23-52E)から大阪北港南防波堤灯台
(34-38-29N 135-23-34E)まで引いた線、北港南防波堤

２、第五区
（変更前）
大阪南防波堤灯台から239度30分6660メートル
の地点まで引いた線

（変更後）
大阪南防波堤灯台から240度6660メートル
の地点まで引いた線

海 図 Ｗ１２３
出 所 国土交通省令第73号（16.6.28）
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★１６年５４８項 大阪港 － 大阪区、第２区 水深減少
五管区水路通報15年25号629項関連
最近の測量によれば、安治川突堤北側において、
水深が１～４メートル減少している。
区 域 下記２地点を結ぶ線上付近

(1) 34-40-27N 135-27-00E
(2) 34-40-31N 135-27-11E

海 図 Ｗ１２３
出 所 五本部海洋情報部

★１６年５４９項 尼崎西宮芦屋港 － 第２区 ヨットレース
西宮防波堤北方において、ディンギーヨット（約25隻）による
ヨットレースが実施される。
期 間 平成１６年７月１８日の0900～1600
区 域 34-41-47N 13519-24Eを中心とする半径700メートルの円内
警戒船 ３隻配備
備 考 区域内にコースを示す浮標を３基設置
海 図 Ｗ１１０７
出 所 尼崎西宮芦屋港長

★１６年５５０項 尼崎西宮芦屋港 － 第２区 ヨットレース
西宮防波堤北方において、ディンギー型ヨット(約50隻)によるレースが
実施される。
期 間 平成１６年７月１８日、１９日の0900～1800
区 域 34-41-39N 135-19-02Eを中心とする半径700メートルの円内
警戒船 ３隻配備
備 考 コースを、浮標３個で表示
海 図 Ｗ１１０７
出 所 尼崎西宮芦屋港長

★１６年５５１項 尼崎西宮芦屋港 － 第２区 ヨット講習会
新西宮ヨットハーバー前面海域において、ディンギー型ヨット5隻
によるヨット講習会が実施される。
期 間 平成１６年７月１１日、２５日の1000～1500
区 域 34-42-17N 135-19-41Eを中心とする半径300mの円内
警戒船 ３隻配備
標 識 区域内に円筒形黄色浮標３基設置
海 図 Ｗ１１０７
出 所 尼崎西宮芦屋港長

★１６年５５２項 尼崎西宮芦屋港 － 第２区 海上パレード
西宮防波堤北方において、海上パレード（参加20艇）が実施される。
期 間 平成１６年７月１９日の1000～1130、1400～1530
区 域 3地点を結ぶ線上付近

(1) 34-42.3N 135-20.0E
(2) 34-41.0N 135-19.0E
(3) 34-41.0N 135-21.0E

警戒船 ２隻配備
海 図 Ｗ１１０７
出 所 尼崎西宮芦屋港長
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★１６年５５３項 尼崎西宮芦屋港 － 第２区 覆砂工事
南芦屋浜地区のマリーナにおいて、潜水作業の伴う覆砂工事が実施されている。
期 間 平成１６年８月３１日まで（日曜及び祝日を除く）の日出～日没
区 域 付図に示す区域
警戒船 １隻配備
標 識 作業船のアンカー位置を浮標で表示
海 図 Ｗ１１０７
出 所 尼崎西宮芦屋港長

★１６年５５４項 尼崎西宮芦屋港及び神戸港 飛行艇離着水について
六甲アイランド東方において、水陸両用救難飛行艇(US-1A改:長さ33ｍ、幅33ｍ)の離着水及び
水上試験が実施される。
期 間 平成16年7月7日、13日、21日、27日(予備2日～31日、

日曜・祝日を除く)の0900～日没
区 域 34-41-12N 135-19-14Eを中心とする半径750mの円内
警戒船 ３隻配備
備 考 ・飛行艇は、離着水前後に東神戸航路を経由する

上記区域と新明和工業(34-43.0N 135-17.4E概位)
との間を航行する

・離着水時、警戒船から発煙筒を１基投入し、
航空機は風上に向かって発煙筒の右側海面から
離水及び着水する

海 図 Ｗ１１０７－Ｗ１０１Ａ
出 所 尼崎西宮芦屋港長

★１６年５５５項 神戸港 － 第１区 航泊禁止
メリケンパーク前面海域において、「神戸港ボート天国」実施に伴い一般船舶の航泊が禁止される。
期 間 平成１６年７月１９日の1000～1630
区 域 ５地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

(1) 34-40-53N 135-11-26E（波除堤端）
(2) 34-40-53N 135-11-30E
(3) 34-40-41N 135-11-33E
(4) 34-40-38N 135-11-24E
(5) 34-40-44N 135-11-19E（岸線角）

警戒船 ２隻配備
標 識 区域を、赤旗付浮標６基で表示
海 図 Ｗ１０１Ａ
出 所 神戸港長公示第16-6号(16.7.1)

★１６年５５６項 神戸港 － 第１区 救難訓練
巡視船及び航空等による救難訓練が実施される。
期 間 平成１６年７月９日の１３３０～１５３０
区 域 (1)新港第２突堤Ｇ岸壁前面付近

(34-40.8N 135-11.8E)
(2)34-40-20N 135-11-45Eを中心とする
半径300メートルの円内

海 図 Ｗ１０１Ａ
出 所 五本部警備救難部

★１６年５５７項 神戸港 － 第２区 展示放水
新港東ふ頭前面海域において、クルーズ客船の入港に伴う
展示放水が実施される。
期 間 平成１６年７月１０日の1420～1440
区 域 34-41.2N 135-12.7E付近
海 図 Ｗ１０１Ａ
出 所 神戸港長

南芦屋浜町 新西宮
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★１６年５５８項 神戸港 － 第３区 小型船実技試験等
東神戸フェリーふ頭前面において、小型船舶操縦士実技試験
及び講習が実施される。
期 間 平成16年7月3日、4日、10～19日、23日～26日、31日

0900～1700
区 域 付図に示す２海域
標 識 区域内に丸形黄色浮標を３基設置
海 図 Ｗ１０１Ａ
出 所 神戸港長

★１６年５５９項 神戸港 － 第５区 護岸改修工事
ポートアイランド南岸において、潜水作業を伴う護岸改修工事が実施される。
期 間 平成１６年７月４日～９月２０日の日出～日没
区 域 34-39-01N 135-13-41E付近
警戒船 潜水作業中、１隻配備
備 考 ・作業区域内に汚濁防止膜を設置

・汚濁防止膜を、黄色灯付浮標で表示
海 図 Ｗ１０１Ａ
出 所 神戸港長

★１６年５６０項 神戸港 － 第６区 海底清掃作業
第７防波堤南側において、作業船による海底面清掃作業が実施されている。
期 間 平成16年7月31日まで(予備8月1日～12日)の日出～日没
区 域 付図に示す区域
警戒船 ２隻配備
海 図 Ｗ１０１Ａ
出 所 神戸港長

★１６年５６１項 淡路島 － 津名港 重量物荷役作業
生穂漁港東側において、起重機船によるケーソン及び異形ブロックの荷役作業が実施される。
期 間 平成１６年７月１４日まで（予備日１５日～２０日）の内３日間、日出～日没
区 域 6地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

(1) 34-26-40N 134-55-17E(岸線上)
(2) 34-26-42N 134-55-16E
(3) 34-26-47N 134-55-24E
(4) 34-26-42N 134-55-32E
(5) 34-26-37N 134-55-28E
(6) 34-26-38N 134-55-26E(岸線上)

警戒船 １隻配備
備 考 作業船のアンカーワイヤ水深－５ｍ位置に黄色球形浮標を設置
海 図 Ｗ６９
出 所 神戸海上保安部

★１６年５６２項 淡路島 － 洲本港 防波堤築造工事
炬口漁港において、潜水作業を伴う防波堤の築造工事が実施されている。
期 間 平成１６年７月３１日までの日出～日没
区 域 ９地点により囲まれる区域

(1) 34-21-22N 134-53-43E（岸線上）
(2) 34-21-22N 134-53-52E
(3) 34-21-14N 134-53-52E
(4) 34-21-11N 134-53-58E
(5) 34-21-03N 134-53-53E
(6) 34-21-08N 134-53-44E
(7) 34-21-11N 134-53-44E
(8) 34-21-12N 134-53-46E
(9) 34-21-13N 134-53-44E（防波堤上）

警戒船 配備
標 識 作業船のアンカー水深５ｍの位置を黄色浮標で表示
海 図 Ｗ１１４９(分図「洲本港」)
出 所 神戸海上保安部
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★１６年５６３項 淡路島 － 都志港付近 離岸堤築造工事等
潜水作業を伴う、離岸堤の築造工事及び養浜工事が実施されている。
期 間 平成１６年７月５日～１０月３１日
区 域 34-24.8N 134-46.5E付近
警戒船 １隻配備
海 図 Ｗ１５０Ｂ
出 所 五本部海洋情報部

★１６年５６４項 淡路島 － 丸山埼付近 魚礁設置作業
五管区水路通報16年23号492項削除
丸山漁港において、魚礁が設置された。
位 置 34-17.3N 134-39.7E付近
沈設物 コンクリート製魚礁(高さ2.0m)１０基
海 図 Ｗ１０６
出 所 神戸海上保安部

★１６年５６５項 四国南岸 － 高知港 防波堤延長工事
潜水作業を伴う東第一防波堤の延長工事が実施されている。
期 間 平成１６年９月下旬までの日出～日没
区 域 ４地点により囲まれる区域

(1) 33-30-35N 133-35-32E
(2) 33-30-24N 133-35-48E
(3) 33-30-13N 133-35-39E
(4) 33-30-24N 133-35-22E

警戒船 ２隻配備
備 考 作業区域の４隅を、黄色灯付浮標で表示
海 図 Ｗ１１０
出 所 高知港長

★１６年５６６項 四国南岸 － 高知港 掘下げ工事等
犬戻ノ鼻北西方において、掘下げ工事及び土砂の瀬取り作業が実施されている。
期 間 平成１６年８月３１日までの日出～日没
区 域 １、掘下げ区域

６地点により囲まれる区域
(1) 33-32-04N 133-33-47E
(2) 33-32-08N 133-33-47E
(3) 33-32-14N 133-33-49E
(4) 33-32-20N 133-34-01E
(5) 33-32-15N 133-34-02E
(6) 33-32-13N 133-33-58E

２、瀬取り区域
４地点により囲まれる区域
(1) 33-32-30N 133-34-08E
(2) 33-32-29N 133-34-04E
(3) 33-32-32N 133-34-03E
(4) 33-32-33N 133-34-06E

警戒船 １～２隻配備
海 図 Ｗ１１０
出 所 高知港長

★１６年５６７項 ディファレンシャルGPSによる船舶気象通報の試験運用について
７月１日から、デファレンシャルGPSの機能(メッセージタイプ１６)を利用した、船舶気象通報の
試験運用が実施されている。
期 間 当分の間
名 称 １、江埼ディファレンシャルＧＰＳ局（灯台表第一巻9419）

観測箇所 江埼、孫埼
２、室戸岬ディファレンシャルＧＰＳ局（灯台表第一巻9418）

観測箇所 大王埼
出 所 五本部交通部
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船舶保安情報の通報について
外国から日本に入港しようとする船舶の皆さんへの重要なお知らせです。

平成１６年７月１日から、テロ対策として改正SOLAS条約及び国際船舶・港湾保安法が
施行され、外国から日本に入港しようとする全ての船舶は、日本への入港前に、所定の
海上保安部署に対して「船舶保安情報」の通報が必要となります。

※ この通報は、日本船／外国船の別、船舶の大小、船種等にかかわらず、外国から日
本に入港しようとするすべての船舶に義務付けられます。
※ この通報は、日本の港に入港する場合のほか、特定海域（東京湾、伊勢湾又は瀬戸
内海をいいます。）に入域する場合も必要となります。
※ この通報は、日本に入港しようとする前の港が外国の港である場合のみ必要です。
（したがって、いったん外国から日本に入港した後の国内の航海では必要ありませ
ん。）

◆ 通報の時機はいつですか？
＊ 入港２４時間前までに通報してください。

ただし、特定海域にある港に入港する場合には、特定海域に入域する２４時間
前までに通報してください。

◆ 通報先はどこですか？
＊ 入港する港を管轄する保安部署に通報してください。

日本の港に入港せずに特定海域に入域する場合は、告示で定める海上保安部署
に通報してください。（詳しくは最寄りの管区海上保安本部までお問い合わせ下
さい。）

◆ その他、通報の方法はどうなっていますか？
＊ 通報者・・・船長のほか、所有者やそれらの代理人（代理店等）もＯＫ
＊ 通報手段・・・港湾ＥＤＩのほか、ＦＡＸ、書面の郵送・手交等もＯＫ

◆ 荒天等、やむを得ない理由で２４時間前までに通報して入港できない場合は、どう
すればいいのでしょうか？
＊ 直ちに、所定の通報先に通報してください。

ただし、急迫した危難があり、緊急に入港しなければならないときには、入港
後直ちに通報してください。（詳しくは最寄りの管区海上保安本部まで お問い
合わせください。）

・船舶保安情報は、テロ対策のため、外国から日本に入港しようとする船舶について、船舶の基礎情
報や保安措置の実施状況に関して通報をお願いするものです。

・海上保安庁からの質問や指示がある場合には、それに従ってください。
従わない場合は入港を禁止されることがありますので、ご注意ください。

・通報しなかった船長又は虚偽通報を行った者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処せら
れるほか、入出港にも支障を生じる場合がありますので、ご注意ください。

通報用紙は、海上保安庁ホームページ（ ）からh t tp://www.ka iho.mlit .go.jp/
ダウンロードすることができます。
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Repor t ing on the Secu r it y In form a t ion of sh ips

Th is is an im por t an t n ot ice to those wh o in t end to en t er in to J apanese por t s fr om foreign
cou n t r ies.

F rom 1 J u ly, 2004, th e revised SOLAS regu la t ions an d th e la w for th e secu r it y of sh ips a nd ofst

por t fa cilit ies comes in to force to pr even t a n d su ppress t er ror ism a ct s aga inst sh ips. All sh ips
wh ich come from foreign por t s and in tend to en t er por t s in J a pa nese wa ter s a r e requ ir ed to
repor t secu r it y in form a t ion of th eir sh ips to designa t ed Coast Gu ard officer s before en ter ing
in to por t in accordance with the form a t a t t ached here with .

Any sh ip which in t en ds to en t er a J apan ese por t from a for eign cou n t r y is r equ ir ed to□
r epor t , r ega rdless of th eir n a t ion a lit y, t h eir size of sh ip, t ype of sh ip, et c.
Th ose sh ips en t er in g in t o specific a reas regu la t ed in t h e law, n a m ely Tokyo Wa n , Ise Wa n□
or Seto Na ika i a re a lso requ ir ed to repor t t h is in form a t ion .
Th is r epor t is r equ ir ed on ly wh en pr eviou s por t s of ca ll wer e a foreign por t . (Therefore, it□
is n ot r equ ir ed for a voyage to a secon d J a pa nese por t if t he previous por t had been a
J apan ese por t .)

Wh en sh ou ld the repor t be su bmit t ed?□
Plea se repor t 24 hour s before en t r y in to por t .□
H owever , in ca se of en ter ing in to the a forem en t ion ed specific a r ea , plea se repor t even 24
h ou r s before en t er ing in t o th ose specific a rea .

Wh om sh ou ld the repor t be subm it t ed to?□
Plea se repor t t o the Coast Gu ar d office wh ich has ju r isdict ion of the por t where you□
in t end to en ter .
In ca se you in tend to n aviga te in a specific a r ea withou t ca lling on any J apanese por t ,
plea se r epor t t o the Coast Gu ard office list ed on the n ot ifica t ion . (P lea se a sk the n ea rest
office of J a pan Coast Gu a rd)

Wh o shou ld su bm it t h e r epor t ?□
Capta in , owner s, a nd th ose r epresen t a t ives (a gency etc.) can su bmit t he repor t .□

Wh at is the method of th e repor t ?□
EDI, fax, m a il, h and delivery, et c. a r e accept a ble.□

Wh at sh ou ld I do when it seems to be difficu lt t o en t er in to por t or specific a r ea a t the ETA□
of t h e repor t owin g to u na voidable rea son s su ch a s ba d wea t h er .

P lea se repor t im m edia t ely to a predet erm in ed r epor t in g pla ce.□
However , wh en ther e is imm in en t danger a nd it is necessa ry to en t er in to por t
im media t ely, plea se repor t im m edia t ely a ft er en t ry in to por t . (P lea se a sk th e n ea rest office
of t h e J a pa n Coa st Gu ar d)

As a m easu re a ga in st t er ror ism th e secu r it y in form a t ion of sh ip a sks you a bou t th e・
secu r it y sit u a t ion an d a secu r ity m easu res of th e vessel wh ich will a r r ive in J a pa n
from a foreign cou n t ry.
Wh en th er e a re qu est ion s an d dir ect ion s from th e J apa n Coast Gu a rd, plea se follow・
t h em . Keep in min d tha t en t ry in to por t m ay be for bidden if t h ese ru les a r e n ot
followed.
Keep in mind tha t a fine will be en forced on the capt a in wh o did not r epor t , or t hose・
wh o subm it t ed a fa lse repor t , of on e yea r or less of pen a l ser vit u de, or u p to a 500,000
yen fin e, a s well a s possible ext en ded delays rega rdin g en t ry in to por t an d depa r tu re.

You ca n d own loa d a r ep or t p a p e r fr om h om ep a ge of t h e J a p a n C oa s t Gu a r d .

（ ）h t t p ://www.k a ih o.m li t .go. jp /a p p ly/h oa n 0 0 .h t m l


